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�市における学童保育施設の実態調査

田上直美�� 　鈴井江三子��

� 　はじめに

戦後，民間事業として始まった学童保育は，����
年に少子化対策の一環として補助金事業となり，「放
課後児童対策事業」として全国展開を図った．その

後，���
年には児童法改正により同事業は「放課後
児童健全育成事業」として法制化され，「全国学童
保育連絡協議会の学童保育の実態と課題，�		
年度
版��によれば，�		
年現在，全国の学童保育数は
������施設，入所児童数は
����人となっている．
著者が在住する�市においても，その動向は同じ

であり，政府の方針を踏襲し，「次代を担う子ども達
がすこやかに生まれ育つまち」を基本理念として，
�		
年から�	カ年計画で「�市よい子いっぱい育成

プラン」が策定された．そして行政のみならず，家
庭・地域・事業所をはじめ，市民全員がそれぞれの
立場で，少子化時代の子育て環境づくりに取り組む
ことが推奨された．また，�		�年には「子育てをす
るなら �市でといわれるまち」を施策の柱として，
「子ども未来部」が新設され，子育て支援に関する施
策を総合的に推進している．特に，「�型学童保育」
の普及・拡大を市の特徴として掲げ，�	�	年までに
は小学 �年生までの受け入れができるよう，学童保

育の増設を予定している．
しかし，その一方で，前述したように積極的な子
育て支援を提示しながら，これまでの �市における
学童保育の実態調査はほとんどみることができず，
唯一報告されているものは，学童保育施設数と�		


年以降の収容児童数のみである．つまり，これまで
に策定された「放課後児童クラブガイドライン」を
基準とした，�市の学童保育実態が調査されていな
いのである．つまり，ガイドラインに示唆されてい

る �児童あたりの適正な施設設備，職員体制，指導
員の配置基準，対象児童数等が不明確であり，学童
保育数の量だけでなく，その質がどうであるのかが
検討されてこなかったといえる．
したがって，今回の調査により�市における学童
保育施設の実態を調査し，報告されている全国の学

童保育の現状と比較・検討することにより，よりよ
い学童保育の在り方を考察したいと考える．

�� 　調査目的

�市における学童保育の実態調査を行い，学童保
育施設の充足率と入所児童の内訳，施設規模，開設
状況，職員体制などを明らかにする．そして，全国
の学童保育の現状と比較・検討することにより，よ
りよい学童保育の在り方を考える．

��� 　調査方法

�．調査対象と調査項目

�市内に開設されている学童保育施設を対象に，

入所児童者数と入所割合，及び待機状況，施設設備
と開設状況，職員体制と指導員の配置数について実
態調査を行った．

�．調査方法

調査方法は，資料分析と聞き取り調査を行い，資
料分析では全国学童保育連絡協議会が発行している
報告書等の諸資料を用いてデータ収集を行った．ま
た，�市の児童福祉課や学童保育連絡協議会支部長

からの聞き取り調査から，データの補足を行った．

�．分析

職種や開設時間等は名義尺度とし，施設数，職員
数，対象年齢等は順序尺度として入力し，それらを
単純集計と度数分布にて分析をおこなった．

�．調査期間

�		�年 �月�同年 �月

�．倫理的配慮

諸資料の収集は，担当者に電話にて研究主旨を説
明し，面談の了解を得た後施設を訪問し資料を収集
した．その際，データの提供によって担当者に迷惑
がかからないことを伝えた．また，聞き取り調査は
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フィールドノートを用いて行い，担当者への説明後，
了解を得てから記録にとった．収集したデータは調
査者と研究指導者が管理し，データが第三者に漏洩
しないように配慮した．

�� 　結果

�．全国と �市における入所児童者数と入所割合，

及び待機状況

�）学童保育施設数と入所児童者数

全国と�市における学童保育施設数と入所児童者
数をみた場合，表 �に示すように，全国では����年
は����
施設数で入所児童者数は����			人であり，
�施設当り����人であったものが，�		�年現在は

�
���施設となり，入所児童者数も
������人と倍
増し，�施設あたりの入所者数も����人と増加して
いる．
一方，�市では，����年より，放課後児童健全育

成事業として，学童保育は開始されているが，�		

年の放課後児童クラブガイドラインが策定されるま
で，学童保育の運営状況の把握についての義務はな
く，このため，�		
年以前の詳しい調査データはほ
とんどなかった．しかし，聞き取り調査の中で，施

設数の推移は把握することが出来た．施設数が�		�

年は	施設で，�		
年には��施設となり，�		�年は
�年間で �施設増え，��施設になった．
入所児童者数は�		
年からの �年で，��人増え

���	�人となった，�施設あたりの入所者数は���人
で，�市における �施設当りの学童保育の入所児童

者数は，全国に比べて約�	人多く収容していること
が明らかになった．
学童保育は児童が主に放課後を過ごす場所であ

り，小学校区単位で設置される．�		�年の小学校区

毎の学童保育設置率は，全国

���に比べて，�市
は�����と高値であり，ほぼ全小学校区に学童保育
が設置できていた．
�）入所児童の年齢

入所児童の年齢の内訳をみると，図 �に示すよう
に，全国では �年生���，�年生���で全体の�
�を
占めており，�年生の���を合わせて，�	�が �� �

年生の低学年が占めていた．�市では，�年生���，
�年生���で全体の
��を占めており，�年生の

���を合わせて，��が低学年であり，その中で
も，�年生と �年生の入所割合は全国と比べて，約
 �高かった．�� �年生の高学年の入所は他と比
べて � �少なかった．
表 �は，「放課後児童クラブガイドライン」及び，

「�市が独自で作成した手引き」（�		�年 �月作成）
の中で決められている主な基準をまとめたものであ
る．その中で，主な対象児童の条件は，保護者が労
働により昼間家庭にいない， ��小学校 �� �年に就

学している児童 　��小学校 �年生以上の障害児 　��

施設の拡張及び指導員の増員を伴わない範囲で，運
営委員会が認めた �年生以上の児童となっている．
この基準に沿って入所児童を決めるため，低学年の
児童の割合が多くなっている．

表 � 学童保育施設数と入所児童数の一覧
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図 � 入所児童の学年別の割合比較

表 � 放課後児童クラブガイドラインの主な基準

�）障害児の受け入れ状況

�		年に成立した発達障害者支援法の �条では，
「市町村は放課後児童健全育成事業について，発達
障害児の利用の機会の確保を図るため，適切な配慮
をするものとする」と障害児の受け入れを指導して
いる．そして，受け入れにあたって，指導員の加配
や補助金加算が設定されている．障害児の入所は，
全国学童保育連絡協議会の�		
年の調査によると，
全国では �年前に比べて学童保育数は��倍，入所し

ている障害児数は�����人と���倍となり，��年の調

査と比べると学童保育数は �倍，児童数は �倍に増
えており，年々受け入れが進んでいる．
障害児を受け入れている学童保育の割合を全国

と �市で比較すると，全国�����に比べて，�市は
��と半分の施設で�
人障害児の受け入れを行って
いた．これにより，�市は障害児を積極的に受け入
れていることが分かった．しかし，障害児を受け入
れている学童保育や，指導員を支援するための市町
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村の取り組みは不十分で，「指導員向けの研修プログ
ラムがある」����，「障害児の専門機関が巡回指導
をしている」�����，「療育相談活動がある」���	�，
と支援している自治体は非常に少なかった．�市も

同様に，支援システムはなかった．
�）待機児童の実態

�		�年，厚生労働省は母親の就業率と子どもの年
齢に関する調査を行った．その結果，「末子の年齢
が �歳の場合の母親の就業率」は
���，「 
� �歳
の場合」は��であり，小学校低学年の子どもを持
つ母親の約 �割が就業しており，学童保育が必要の
児童である．児童数にして約��	万人となり，その
人数と表 �に示す入所児童数を比較すると，母親が

就業している低学年児童が学童保育に入所している
割合は�	�程度であり，この割合は，�市でも同様
の���だった．
また，表 �の学童保育施設数と入所児童者数の増

加をみても，入所児童者数の増加に，収容施設数の
開設が伴わない状況であり，これに加えて �施設当
たりの定員を決めた場合は待機児童が増えることに
なる．この結果，�		
年に厚生労働省が実施した調
査によると，全国で待機児童は���	��人となってい

る．�市の場合では，待機児童数の正確なものはな
いが，施設の収容定員を決めることなく，入所が必要
な児童は待つことなく受け入れているとのことだっ
た．

�．学童保育施設の実態

�）学童保育施設の規模

����年��		
年まで右肩上がりで増えてきた児童
数に対して，学童保育数の増加が少ない．この結果，

�施設に収容する児童数が増大した．�市は全国と
比較して �施設当たりの収容人数が約�	人も多く，
大規模な施設と定義付けられる
�人以上の施設の割
合は，全国の�����に比べて �市は�����と�	�も
多かった．このことより，�市の学童保育の � � �が

�人以上の大規模施設であることが明らかになった．
表 �の放課後児童クラブガイドラインの基準では，

「学童保育における集団の規模については，おおむね
�	人程度までとすることが望ましく，最大
	人まで

とする」となっている．また�	�	年には，
�人以上
の大規模学童保育への補助金は廃止されることが決
定している．この対策として，�市は，大規模児童
クラブの分離・分割について，現在の��施設を�		�

年には�	箇所増やして
�箇所に増やす計画である．
�）開設場所と施設・設備

学童保育がある小学校区は，全国では

���で �

市は���だった．また，開設場所は，全国では小学

校施設又は専用施設が��，児童館を含めた公共
施設が����と �割が公設の場所であり， �割は民
家やアパートで開設していた．�市の開設場所は，
���が学校内の敷地であり，空き教室又はプレハブ

の施設を設置している所が多かった．
施設・設備の基準は，表 �のように，放課後児童

クラブガイドラインでは，児童 �人当たりの床面積
を決めているのみで，トイレや洗面所設置の義務も
なかった．またトイレを設置している施設では，そ
の面積も基準の中に含まれて考えられていた．
これに対し，�市は�		�年に独自の手引きを作成

して設備の基準を定めているが，個人用のロッカー
や靴箱程度の不十分なものだった．

�）開設日と開設時間

図 �は，年間の開設日数の比較を示しており，全
国の年間開設日数の平均は�
�日で，�	日以下は
�
���，��	日以下となると�����だった．���日以
上が�����を占めていた．�市の年間開設日数は，
�	日以下が�����，��	日以下は���も占めており，
���日以上の施設はわずか���だった．
厚生労働省は，表 �のように，年間���日以上の

開設を指導しており，さらに，�		
年度からは�	

日を基本開設日とし，�	日未満では �年後に補助
を廃止することになっている．また，設定の基準と
なる目安は，�		
年 �月 �日��		�年 �月�	日の平
日と学校休業日���日で，土曜日���日となり，合
計���日の学童保育日数が必要と計算される．以上
のことより，�市は年間開設日が不十分であり，国
の指導する���日以上施設が少なく，�	日以下の
土曜日の開設をしてない施設が多いことが明らかに
なった．

開設時間は，表 �の基準にもあるように平日は一
日 �時間以上，長期休暇日（春夏冬休み）は一日 �

時間以上となっている．全国と �市は同じように，
平日は��時間で長期休暇日は約�	時間と長く開設
していた．図 �の平日の保育終了時間をみると，全
国では，�
：		までが
�
�で，��：		が���，��：
		以降まで開設している割合は�����だった．�市
の場合は，���の施設が��：		���：�	であり，��：
		まで開設している施設はなかった．

�．職員の体制と配置基準

�）指導員の資格と配置基準

厚生労働省の「放課後児童クラブガイドライン」
の職員体制では，指導員の配置は義務付けているが，
その配置基準はない．また資格については，「指導
員は児童福祉最低基準（昭和��年��月��日厚生省令
第��号）第��条に規定する児童の遊びを指導する者
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図 � 年間の開設日数の比較

図 � 平日の保育終了時間

の資格を有する者が望ましい」となっており，資格
要件の明確なものはない．
全国で資格要件を決めている自治体は，���で，

配置基準を決めている割合は���
�と少なかった．
�市でも指導員の資格要件や配置基準は決まってお
らず，図 �のように，指導員の	�が無資格者であ
り，有資格者では保育士と幼稚園・学校教諭だった．

現在，�市の学童保育指導員数は，��人で，�

施設当たりの平均指導員数は平均�
人と，全国と比
べて �人多かった．この理由として �市では，大規
模な施設が多いため，指導員を多く配置する結果に
なったと考える．
次に，指導員の雇用形態を見ると，図 のように，

全国では正規社員�����，非正規社員
����だった．
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図 � �市における指導員の資格状況（�����人）

図 � 指導員の雇用形態

これに対して，�市では指導員全員が非正規社員で，
勤務日数や時間の制限のある年収��	万円未満での
雇用実態だった．

� 　考察

�．全国と �市における入所児童者数と入所割合，

及び待機状況

�）学童保育施設数と入所児童数

働く親たちにとって保育所と同様に，仕事と子育
ての両立に欠かせない学童保育は，���
年に「放課
後児童健全育成事業」として法制化され，学童保育
施設及び入所児童が急増した．しかし，入所児童数
に対して学童保育数の増加が少なく，特に �市では

�		
年��		�年では �施設しか増えていない．この
理由として ��「学童保育は保育園などとは違い子ど
も自身が学校から真っ直ぐ帰ってくる施設であり，
小学校区に設置されるべき」という考えより，学童

保育施設が小学校区毎にほぼ充足している�市にお
いては，新たに施設を増やすことにはならず，この
ため学童保育数の増加が全国と比べて少ない．そし
て，�市では学童保育が必要な児童は待機すること

なく受け入れるため，施設の収容定員数を定めてい
ない．これにより，�施設当たりの入所児童が全国
に比べて大幅に増加することになったと考える．
�）入所児童の年齢

入所児童は主に �� �年生の低学年の児童であり，
�市では �年生と �年生の入所割合は全国と比べて
 �多かった．これは，保育園卒園後の児童にとっ
て，スムースに小学校生活に移行できることに繋
がっていると考える．そして，現在受け入れの少な

い �� �年生の高学年について，全国学童保育連絡
協議会編集の放課後子どもプランの中で「共働き・
一人親家庭の子どもたちは，放課後や春夏冬休みな
どの学校休業日（長期休暇）には，子どもたちだけ
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で過ごすことになります．親が働いて昼間家庭にい
ない間，自分たちのことを受け止め，一緒に生活す
る大人（学童保育の指導員）の援助と，毎日安心し
て生活できる場所が必要です．親たちも，子どもが

何処で何をしているか分からなくては，安心して働
くことが出来ません」��と学童保育の役割を述べて
おり， �年生以上の高学年児童にとっても学童保育
は安心して過ごせる家庭に変わる場所であり，防犯
や非行防止のためにも必要である．
�市の今後の方針では，現在余裕がある施設は，

�年生までの受け入れを促進する．受け入れが出来
ない施設については，�	�	年から受け入れができる
よう「�型学童保育」として計画的している．

�）障害児の受け入れ状況

�市は全国と比較して，発達障害児童を積極的に
受け入れている．
�市では�		
年から�	カ年計画で進めている「�

市よい子いっぱい育成プラン」の中で学童保育にお
ける障害児の受け入れを促進しており，今後の目標
として，障害児を対象とした学童保育を �箇所作る
予定である．しかし，受け入れ体制についての具体
的なものは示されていない．今後，学童保育に入所

する障害児が安心して過ごせるような，障害児対応
システムの作成が必要である．
�）待機児童の実態

�市は，学童保育の収容定員を決めずに，入所が
必要な児童は受け入れており，明らかな待機児童は
いない．しかし，母親の就労時間や祖父母との同居，
または世話をしてくれる人の有無などの基準を設け
て審査を行うので，断るケースも発生する．このよ
うに受け入れを拒否された児童では，寂しい �人の

放課後を過ごす日もあり，待機児童といえる．また
断る場合だけでなく，入所基準には当てはまらない
�� �年の学童保育を必要とする児童を含めると，
�市でも待機児童が多数いることが推測される．

�．学童保育施設の実態

�）学童施設の規模

�市は，学童保育の � � �が
�人以上の大規模施
設だった．全国学童保育連絡協議会の調査では，大

規模学童保育の子どもたちへの影響として「事故や
怪我が増える．騒々しく落ち着きがなくなる．とげ
とげしくなる．些細なことで喧嘩になる．自己主張
の出来ない子は放っておかれる．指導員の目が行き
届かない．遊びや活動が制限される．など，行きた
くない．退所したい．という子どもも増えます」��

といったように，大規模な学童保育は，子どもの情
緒の安定や，安全面でも問題がおおきいことがいえ

る．この解決として，早急に大規模な施設の分離・
分割して，学童保育施設を増やすよう計画されてい
る．さらに，�市が進めている「�型学童保育」で
はこれまで実施してきた，小学校敷地内プレハブだ

けでなく，保育園，幼稚園，公民館など公共施設を
活用する予定である．
�）開設場所と施設・設備

学童保育は，学校から子ども自身が歩いて通うた
め小学校区内に必要である．�市の場合，ほとんど
の小学校区に学童保育があり，開設場所も �割が学
校の敷地内であることより，通学中の事故の心配が
ないといえる．しかし，今後，増やす予定である学
童保育施設が，保育園，幼稚園，公民館など公共施

設を活用する場合は，下校時の安全などに配慮をす
る必要がある．
施設・設備の基準は，児童 �人当たりの床面積を

決めているのみで，設備の具体的基準ない．�市で
は，簡単な設備基準はあるものの不十分なものだっ
た．学童保育の目的は，家庭に代わる大切な「毎日
の生活の場」を保障することである．全国学童保育
連絡協議会の提言として ��「放課後や長期休業日に
［生活の場を与える］とは，活動 　遊び 　静養 　学習

（宿題等） 　食事（昼食・おやつ） 　睡眠（昼寝）な
どを含んだ基本的な生活の場を与えるものです．生
活を営む場は，家庭と同じような諸条件（設備環境・
衛生など）が整えられ，特定の子供たちが専用的に
使えるようにすることが大切」と学童保育専用の施
設・設備の整備の必要性を述べている．児童 �人当
たりの床面積をゆとりのあるものにする事は当然の
ことであるが，学習や食事をする生活スペースとプ
レイルームは分けて考えるべきであり，子どもの体

調不良に備えて静養室を，指導員がスムースに業務
できるよう事務室も設置する必要がある．また，衛
生面の整備として，台所設備は手洗い場などとは分
けて専用とし，トイレやシャワーやその他生活に必
要な備品を備え，火事や災害に備えた設備ももうけ
るべきである．
このためには，施設・設備の詳細な基準が一日も
早く作成されることが重要である．
�）開設日と開設時間

全国と比べて，�市は年間開設日が少なかった．
学童保育の役割として ��「学童保育は，働く親の労
働実態に見合って開設されなければならない施設で
あり，土曜日・長期休業日も含め年間を通して開設
される必要がある」�市は今後，���日以上の年間
開設をする施設を増やす努力が必要である．
開設時間については全国と比べて，�市では多

くの施設が，親の勤務時間に合わせて開設している
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といえるが，残業など必要な場合の延長保育は不十
分である．全国連絡協議会の実態調査のまとめの中
で ��「放課後に子どもが被害に遭う痛ましい事件が
相次ぐなかで，保護者のお迎えが増えるとともに，

開設時間も延びている」と開設時間について述べて
おり，下校時の安全安心を提供するためにも，柔軟
に延長保育を行う必要がある．

�．職員の体制と配置基準

全国で資格要件や配置基準を決めている自治体は，
約 �割程度で，�市でも指導員の資格要件や配置基
準は決まってはいなかった．そして，�市の指導員
全員が非正規社員の雇用実態だった．学童保育の質

の向上のためには，開設日数の増加と保育時間の延
長が必要となるが，�市のように非正規社員ばか
りでは，勤務日数や勤務時間に制限があるため，指
導員を多く配置して，ローテーションをしながら勤
務するようになる．これでは，毎日同じ指導員が常
時居ることは出来ない．指導員の役割と仕事のなか
で ��「子どもたちは，自分のことをわかってくれる
指導員や友達がいるという実感があってはじめて，
安心して生活を送ることが出来ます．安心感のある

生活があるからこそ，色々なことに挑戦していく力
や願いを持つことが出来ます．そのためには，指導
員が一人ひとりの子どもをしっかりと受け止め，信
頼関係をつくることが必要です」というように，指
導員の役割は大きく，責任を持って児童を把握し見
守るためには，月曜から土曜まで勤務する正規社員
の専任指導員を多く配置する必要がある．このため
には，指導員の仕事と配置基準を確立し，指導員が
仕事に専念して，安心して働き続けられる条件整備

を図ることが大切である．

�� 　結論

今回，�市における学童保育施設の状況と入所児

童に関する実態調査を行い，全国の学童保育の現状
と比較して，以下のことが明らかになった．
（�）�市は全国に比べて，学童保育施設数の増加率

は低い値を示しているが，それは，概に各小学

校区において同施設が充足しているためであっ
た．また，施設の定員を定めずに，学童保育が
必要な児童は待機することなく受け入れていた．
これにより，�市の � � �の学童保育施設が
�

人以上の大規模な学童保育体制になっているこ
とが明らかになった．

（�）全国と同様に，入所している児童は �� �年の
低学年の児童がほとんどであり，入所を希望す
る �� �年の高学年の児童に対して，�市の今

後の方針では「�型学童保育」として受け入れ
る予定である．

（�）�市は発達障害児の受け入れに積極的である
が，障害児の対応マニュアルや，指導員の研修
などのシステムがない．

（�）全国に比べ�市の開設場所は，ほとんどが小学
校の敷地内で，下校中などの心配がない．

（）施設設備では，�市の決めた基準は，「生活の
場」として不十分なものであり，見直しが必要

である．
（�）全国と比べて，年間の開設日数が少ない．働く

親の労働実態に合わせて，開設日数を増加する
必要がある．

（
）開設時間は，ほとんどの施設が親の勤務時間に
合わせて開設出来ているが，必要時の延長保育
はない．

（�）�市は，指導員の資格要件や配置基準はなく，
指導員全員が非正規社員で，正規社員としての

専任の指導員は居なかった．学童保育内容の質
の向上のためにも，正規雇用の専任指導員を増
やして，指導員の仕事と配置基準の確立，労働
条件の向上を図ることが大切である．
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